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川崎市立中学校の部活動に係る懇談会 第１回会議資料
令和５年１１月２８日（火）
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これからの部活動について

資料３
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懇談会の目的
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都道府県及び市区町村が部活動の地域移行の検討を進める
に当たっては、国の「学校部活動及び新たな地域クラブ活動
の在り方等に関する総合的なガイドライン」において、「担
当部署、地域スポーツ・文化芸術団体、学校、保護者等の関
係者からなる協議会等を設置すること」と示されております
が、本市においては、部活動の地域移行に限らず、部活動の
更なる適正化を含めた「本市のこれからの部活動」を検討し
ていくために、この懇談会を設置し、部活動の現状や課題等
を委員の皆様と共有するとともに、それぞれのお立場から、
部活動に関する御意見を伺い、今後の取組の参考としてまい
ります。



国の動向と部活動の
意義、他都市の状況
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国の動向と部活動の意義

 「学校の働き方改革を踏まえた部活動改革について」（R2.9）【文部科学省】

・働き方改革の視点も踏まえ、教師の負担軽減を実現することが必要
・持続可能な部活動の具体的な方策として、休日の部活動の段階的な地域移行、
合同部活動の推進等の実施

 「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関する総合的
なガイドライン」（R4.12）【スポーツ庁・文化庁】
・少子化が進む中、生徒がスポーツ・文化芸術活動に継続して親しめる機会の確保
に向けて、速やかに部活動改革に取り組む

教員の負担軽減と持続可能な部活動の両方を実現できる改革が必要

Ⅰ 学校部活動 Ⅱ 新たな地域クラブ活動 Ⅲ 部活動の地域連携や地域クラブ
活動への移行の環境整備 Ⅳ 大会等の在り方の見直し

「国の動き」
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国の動向と部活動の意義

 部活動の意義と留意点 出典︓「中学校学習指導要領（H29文部科学省告示）」

・部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われるもの
・部活動は、学校や地域の実態に応じ、地域の人々の協力、社会教育施設や社会教育関係団
体等の各種団体との連携などの運営上の工夫を行い、持続可能な運営体制が整えられるよ
うにすること

・学校教育の一環として行われる部活動は、異年齢との交流の中で、生徒同士や教員と生徒
等の人間関係の構築を図ったり、生徒自身が活動を通して自己肯定感を高めたりするなど、
その教育的意義が高い。

 部活動の実施 出典︓「中学校学習指導要領（H29文部科学省告示）解説（保健体育編）」

・生徒が参加しやすいように実施形態を工夫するとともに、生徒の生活全体を見渡して休養
日や活動時間を適切に設定するなど、生徒のバランスのとれた生活や成長に配慮すること

・中学校教諭の部活動に係る土日の活動時間が長時間勤務の要因の一つになっており、その
適切な実施の在り方を検討して行く必要があること

「部活動の意義」
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他都市の状況 1/3 中学校数 生徒数 部活動数
147校 76,990人 約3,000部活

（スポーツ庁「全国の取組紹介」より）
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他都市の状況 2/3

（スポーツ庁「全国の取組紹介」より）

中学校数 生徒数 部活動数
128校 51,294人 1,646部活
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他都市の状況 3/3

（スポーツ庁「全国の取組紹介」より）

中学校数 生徒数 部活動数
9校 3,243人 81部活



本市の部活動の現状
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本市の部活動の現状 1/4
部活動の状況 基本情報（令和5年度）
・中学校数 ＝52校
・生徒数 ＝29,832名
・部数 =759部（運動部526部/文化部233部）
・入部率 =全生徒数の約84%（運動部 約61％/文化部 約23％）（24,907名）

主な運動部

種目 設置校数 顧問数 部員数
指導員
配置

休日実
施校数

バスケットボール 52 189 2,623 11 52

バドミントン 48 121 2,262 4 48 

ソフトテニス 46 133 2,372 6 46 

陸上競技 50 126 2,058 6 50 

バレーボール 50 125 1,699 3 50 

卓球 45 104 1,645 2 45 

サッカー 50 117 1,614 5 50 

軟式野球 43 88 889 1 14 

主な文化部

種目 設置校数 顧問数 部員数
指導員
配置

休日実
施校数

吹奏楽 51 130 2,071 2 50 

美術 50 100 1,732 0 40

演劇 21 43 441 0 17 

家庭科 19 37 395 0 13 

パソコン 17 34 454 0 14 

茶道 16 32 280 0 11 

科学 12 22 317 0 9 

合唱 5 11 82 0 5 
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本市の部活動の現状 2/4
令和５年度 合同部活動の状況

※R5年度川崎ブロック大会の参加予定校より抽出

種目

サッカー

ソフトボール

軟式野球

1 3

1 3

合同チーム数 参加校数

5 10

大会名 開催時期 日数（目安）

川崎ブロック大会 ５月下旬～７月下旬 １日～７日間

市中学校総合体育大会 ８月下旬～１０月下旬 １日～７日間

主な大会の実施状況 川崎市中学校体育連盟主催大会
各種目の協会や連盟が主催・共催する大会
例：市民大会、春季大会、新人戦等（年間１～6大会）

１大会の日数は１〜6日で年間を通じて大会が点在しており、そ
の種類や総数は種目ごとに異なっている。
その他、私立高校等が主催する招待試合や各種研修会、県等が
主催する強化練習会（年間１〜１０回）もある。
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本市の部活動の現状 3/4
中学校生徒数の長期推計から見た展望

生徒数が横ばいの傾向から、部活動規模の縮小と学校単位での運営が困難とな
る可能性があるのは、当面先のこと。

➡当面、学校単位での部活動実施が可能

国の地域移行
のきっかけは
少子化
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15【出典】運動部活動の地域移行に関する検討会議提言参考資料集（令和4年6月）
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本市の部活動の現状 4/4
時間外在校等時間の主要因の１つ

中学校教員の時間外在校等時間が多い要因の１つとして、「授業準備」
「成績処理」「部活動」等が挙げられる。

【出典】川崎市議会 令和５年度文教委員会「令和４年度教職員の働き方・仕事の進め方改革の方針に関する取組に
ついての資料」から抜粋

➡「学校部活動の更なる適正化」を検討していく必要性

※「時間外在校等時間」とは、教員が校内に在校している時間及び校外で業務に従事する時間を外形的に把握した
上で合算し、そこから「休憩時間」及び「自己研鑽の時間その他業務外の時間」（自己申告による）を除いた「在
校等時間」から、所定の勤務時間（休日以外の日における正規の勤務時間）を除いた時間のこと。



本市のこれまでの取組
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「川崎市立学校の部活動に係る方針」

生徒の健全な成長とバランスのとれた生活に配慮した
部活動を行うため、これまでの部活動の取組やスポーツ
庁策定の「運動部活動の在り方に関する総合的なガイド
ライン（平成30年3月）」、神奈川県教育委員会策定の
「神奈川県の部活動の在り方に関する方針（平成30年4
月）」を踏まえ、「川崎市立学校の部活動に係る方針」
を策定（平成３０年５月）
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「川崎市立学校の部活動に係る方針」
主な内容
〇適切な運営のための体制の整備
・各学校単位での「学校部活動活動方針」の策定、保護者等への周知、部活動指導員や外部指導者の活用
〇合理的でかつ効果的・効率的な活動の推進
・適切な指導の実施、体罰のない部活動指導
〇バランスのとれた部活動の運営
・休養日について、学校の課業期間中は週当たり２日以上の休養日（平日、土曜日及び日曜日ともに少な
くても１日以上）を設けるようにする。

・１日の活動時間は、平日は２時間程度、休業日は３時間程度とする等
〇生徒のニーズを踏まえた部活動環境の整備
・生徒の多様な選択肢の部活動の設置、合同部活動等の取組推進。地域との連携等
〇学校単位で参加する大会等の見直し
・生徒、家庭、顧問の負担等を考慮し、大会等への参加について精査する等
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「部活動指導員」の配置による支援
市立中学校に部活動指導員※を配置し、学校部活動における技

術指導や大会引率の支援を実施（令和４年度は４７校に５０名を
配置）
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※中学校、高等学校等において、顧問教員に代わって部活動指導を行う会計年度任用職員として配置。校長の監督
を受け、部活動の技術指導や大会への引率等を行うことを職務とする。

生徒が専門性の高い指導を受け
ることができる機会の創出

教員の負担軽減

地域の指導人材の発掘・確保

指導人材の養成



本市における
今後の進め方
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学校部活動のあり方に向けて

・本市の部活動の実態調査
（アンケートの実施）

・関係団体へのヒアリング等
・国、県の動向や他都市の先進
事例の収集と関係者への周知、
啓発

・フォローアップ調査の
実施と検証 等

部活動指導の支援

・部活動指導員の活用
・指導員研修の開催
・指導員配置の効果検証
・指導員募集の工夫による
人材確保の取組

・大学や地域団体と連携した
指導者人材養成の
環境整備の検討

本市における今後の進め方
休日の部活動の地域移行の検討

・拠点校実践研究による検証

・拠点校生徒、教員、保護者への
アンケート実施によるニーズ
調査

吹奏楽部は
市内音楽大学
と協定締結

運動部、演劇部は
民間企業や総合型
スポーツクラブの
支援による取組

本市は少子化が進まず、当面は学校単位での部活動継続が可能
な状況ですので、令和５年度中は、部活動の実態調査を実施し、
まずは生徒・教員・保護者の生の声を聞いてニーズや課題の傾向
を把握することとし、令和６年度以降の検討に繋げていきます。
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本市の部活動の実態調査（アンケートの実施）

「経過と実施目的」
平成28年度 生徒・教員・保護者宛てに部活動実態調査を実施
平成30年5月に「川崎市立学校の部活動に係る方針」を策定

方針策定から既に５年が経過し、今の現状を把握する必要があります

生徒の声をよく聞く︕…さらに教員と保護者の声もしっかり聞く。
部活動の現状を把握し、声をカタチにしてこれからの
部活動に生かします。



部活動に関するアンケートの実施
「実施概要①」
実施時期 令和５年11月
実施方法 LoGoフォームを活用
対象者 生徒 ＝全市立中学校の生徒

教員 ＝全市立中学校の教員
保護者 ＝全市立中学校の保護者

＜参考＞ 平成28年度アンケート実施時の結果（概要）
実施方法 生徒は「川崎市立中学校学習状況調査における生活や学習についてのアンケート」

を活用、教員は校務用PCを活用、保護者は学校経由で質問用紙を直接配布・回収
対象と規模 生徒＝第２学年全生徒＜全8問＞

教員＝管理職・非常勤講師除く全教職員＜全21問＞
保護者＝各校ＰＴＡ役員５名程度＜全10問＞
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部活動に関するアンケートの実施
「実施概要②」
設問数と主な設問内容

生徒 ＜全２０問程度＞
「学年・所属の有無・部活動名等」「部活動の目的」「部活動を通して得たこと」
「部活動で困っていることや心配なこと」「活動日数や朝練習の満足感」
「今後の部活動について望むこと」など

教員 ＜全２５問程度＞
「年代・指導歴・担当部活動名等」「競技・指導経験の有無」「部活動の目的」
「生徒が部活動に特に求めていると思われること」「日常の部活動の指導の実態」
「活動日数や朝練習の満足感・負担感」 「今後の部活動について望むこと」など

保護者 ＜全１０問程度＞
「お子さんの所属の実態（運動・文化）」「部活動を通して主に身に付けて欲しいこと」
「部活動に関し、心配なこと」 「活動日数や朝練習の満足感」 「部活動への満足感」
「今後の部活動について望むこと」など 25



実施
•「アンケートを実施」：生徒・教員・保護者
を対象にICTを活用した手法で実施

分析
•「アンケート集計・分析」：結果を分析し、
次年度以降、部活動に関する取組内容を検討

令和5年11月

令和５年度中

「アンケートの手順」

部活動に関するアンケートの実施
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※次回、第2回懇談会（令和6年2月予定）で、アンケート結果速報版
を報告予定です。



令和３・４年度の拠点校での実践研究（取組報告）
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総合型スポーツクラブの支援
東高津中学校（拠点校）において実施
（運営主体）特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELF
剣道、バスケットボール、バドミントン、卓球、陸上競技（５種目）
※拠点校の運動部（１０種目）のうち、学校が専門指導者の派遣を希望する上記種目で実施

拠点校（東高津中）での実践の様子（卓球・陸上競技） 東高津中・高津中・西高津中の生徒が参加した合同講習
会の様子（バスケットボール・バドミントン）



令和５年度の拠点校での実践研究（現状報告）
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民間企業や総合型スポーツクラブの支援（市立中学校5校21部活）
・大師中学校（女子バレーボール、男女バスケットボール、ソフトボール、陸上競技） （運営主体）JR東日本スポーツ株式会社

・平間中学校（男子バスケットボール、男子ハンドボール、軟式野球、水泳、陸上競技） （運営主体）リーフラス株式会社

・白鳥中学校（男女バスケットボール、ハンドボール、バドミントン、卓球）

・西中原中学校（演劇部）

・東高津中学校（剣道、バスケットボール、バドミントン、卓球、陸上競技）

（運営主体）特定非営利活動法人高津総合型スポーツクラブSELF
9月から順次、指導者を派遣

市内音楽大学との連携（市立中学校5校5部活 全て吹奏楽部）
・日吉中学校、稲田中学校 （協力）昭和音楽大学・昭和音楽大学短期大学部

・橘中学校、高津中学校、西高津中学校 （協力）洗足学園音楽大学

12月以降、大学から指導者を派遣

拠点校（平間中）での実践の様子
（ハンドボール部）



最後に
川崎市は、国のガイドラインに基づく令和７年度までの
改革推進期間の中で、休日の部活動の地域移行だけでは
なく、既存の学校部活動のさらなる適正化も含め、これ
からの中学校の部活動のあり方について、今後、幅広く
関係者の意見を伺う機会を可能な限り設けるなど、丁寧
かつ着実に検討を進め、声をカタチにした部活動の方向
性をまとめてまいります。
御協力のほど、よろしくお願いいたします。
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